
　　　　　平成２８年度越谷市食品衛生監視指導計画（案）に対する意見等に対する市の考え方

ご意見の内容 ご意見に対する市の考え方

　越谷市・さいたま市・川越市・埼玉県とそれぞれが食品衛生監視指導計画を作成し、その結果に
ついてもそれぞれで作成をおこなっておられます。昨年も意見としてあげさせていただきましたが、
消費者として公表された計画、報告書を拝見する際、検査計画・報告など同じことをおこなっていて
も、文章表現が一致しておらず理解することが難しい状況もあります。
　引き続きとなりますが、越谷市におかれましては、埼玉県・さいたま市・川越市の間で連携をとり、
より消費者にわかりやすい計画と報告の作成を要望いたします。
　また、計画公表時期につきましては、より計画への議論がすすみますように、年内を目安に公表
できるように検討をお願いします。

　埼玉県、さいたま市及び川越市とは定期的に意見交換、情報共有を図っているところです。引き
続き、県内自治体と密接に連携し、計画の内容や結果の公表の方法、表現等の改善に努めてまい
ります。
　また、ご指摘を踏まえ、12月中に素案を公表し、皆様からのご意見を募集できるよう努めてまいり
ます。
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　昨年4 月より食品表示法が施行されました。食品等事業者が適切な表示がおこなえるように、食品衛
生法の監視指導とあわせて、食品表示法に関する監視指導を実施してください。
　その中では、保健医療部・保健所の指導項目以外のものに関しても、関係各機関との連携をとり、適
正表示をすすめてください。
　また、ご存じのとおり12 月には農産物直売所・道の駅における表示に不適切なものが多いとして、消
費者庁が集中監視を各自治体と一緒に取り組みました。越谷市内にも2 か所の直売所があります（越
谷市農業振興課ホームページより）。安全にこうした施設を利用できるように、監視指導計画の中に、農
産物直売所に対する表示の監視指導強化を盛り込んでください。

　食品表示法の施行により、整合性の取れた表示基準が設定されました。　本市におきましても、引き続
き、消費者庁、農林水産省関東農政局、埼玉県及びその他関係機関との連携を図り、表示に関する監
視指導の実施に努めてまいります。
　また、食品表示につきましては、保健所が実施する監視指導の際の共通の事項としております。農産
物直売所等の地域性が高い施設につきましても同様に監視指導を実施し、適正表示の実施について指
導してまいります。
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　越谷市においても、昨年9 月に食品衛生法施行条例を改正し、HACCP 導入型基準の追加をされまし
た。食の安全確保の方法としてHACCP 導入型基準は有効であると考えます。計画にも記載されており
ますが、普及啓発及び、導入の推進をすすめるための施策を具体化して、取り組んでください。

　施設の規模にかかわらず、HACCP導入型基準を推進することは、食品衛生の向上の観点から有効で
す。監視指導等の機会を捉え、施設の状況に応じた助言・指導を実施することでHACCPの導入を推進
してまいります。
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　埼玉県においては「食の安全県民会議」、さいたま市においては「さいたま市食の安全委員会」など、
市民を交えて食の安全について話し合う場を設けています。
　中核市として発展されている越谷市におかれましても、市民とのリスクコミュニケーションの場を設置す
ることを要望します。

　市民の食の安全・安心を確保するため、リスクコミュニケーションを実施することは重要です。今後は、
リスクコミュニケーションの実施方法等について、検討してまいります。

記 述 箇 所

全体

　高齢者や乳幼児などハイリスク者向け食品取扱施設への衛生管理に関する重点指導、衛生教育、危
機管理体制整備の助言があげられています。食中毒を未然に防ぐために、とても重要なことであると考
えます。ぜひ、すすめてください。
　また、こうした施設に食の安全のための情報、食中毒の発生状況などが常に流されることが重要だと
思います。そのためにも庁内における高齢者や子育ての担当部局との日常的な情報共有・連携につい
て、市関係部局との連携の柱として、監視指導の実施体制を構築してください。

　高齢者や乳児などのハイリスクな集団がノロウイルスを原因とした食中毒に罹患した場合、症状
が重症化する恐れがあることから、重点的な監視指導、衛生教育等を実施することとしておりま
す。
　また、ご指摘の通り、こうした施設に対する情報提供は食中毒の発生を防ぐために重要であると
考えられるため、関係部署における連携を含めた監視指導の実施体制について検討してまいりま
す。


